
 

 特別養護老人ホームふるさと 利用料金表  

 

○サービス利用料金表（４人部屋／多床室） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

 

要介護度１ 

7,252円

 

要介護度２ 

7,994円

 

要介護度３ 

8,725円

 

要介護度４ 

9,467円 

 

要介護度５ 

10,199円

２. うち、介護保険から 

給付される金額 
6,526円 7,194円 7,852円 8,520円 9,179円

３. サービス利用に係る 

自己負担額（1-2） 
726円 800円 873円 947円 1,020円

４．居室に係る自己 

負担額 
320円 

５．食事に係る自己 

負担額 
1,380円  

６．自己負担額合計 

（3＋4＋5） 
2,426円 2,500円 2,573円 2,647円 2,720円

 

○サービス利用料金表（１人部屋／従来型個室） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

 

要介護度１ 

6,604円

 

要介護度２ 

7,346円

 

要介護度３ 

8,077円

 

要介護度４ 

8,819円 

 

要介護度５ 

9,551円

２．うち、介護保険から 

給付される金額 
5,943円 6,611円 7,269円 7,937円 8,595円

３. サービス利用に係る 

自己負担額（1-2 ）  
661円 735円 808円 882円 956円

４．居室に係る自己 

負担額 
1,150円 

５．食事に係る自己 

負担額 
1,380円  

６．自己負担額合計 

（3＋4＋5） 
3,191円 3,265円 3,338円 3,412円 3,486円

 

☆ 個別機能訓練対象者は自己負担 1日につき13円､看取り介護対象者は自己負担1日

につき84円（死亡日以前4日以上30日以下）、711円（死亡日以前2日または3

日）、1,338円（死亡日）を上記表とは別に請求させて頂きます。 

 

 特別養護老人ホームその他の費用  

 

①特別な食事（酒を含みます） 
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ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。  

利用料金：要した費用の実費 

②理髪・美容   ※ 短期入所生活介護共通  

〔理髪・美容サービス〕 

月１回、美容師の出 張による美容 サービス（調 髪、顔剃、洗髪）をご 利用いただけ ます。 

利用料金：１回当たり 1,600円（調髪）、500円（顔剃）、500円（洗髪） 

③貴重品の管理 

 ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通  

りです。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入 れている預金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、年金証書  

○保管管理者：施設長 

○出納方法：手続きの概要は以下の通りです。 

・保管管理者は、個人別の領収書綴りと出納記録を作成します。  

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提  

出していただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。  

・保管管理者は出入金の都度、出納帳に記録を 残し、ご契約者に確認します。 

・お預かり通帳残高については、ご自由に閲覧して頂けます。  

○利用料金：１ヶ月当たり 1,000円 

    ④レクリエーション、クラブ活動 ※ 短期入所生活介護共通  

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ 活動に参加していただくことができま

す。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

⑤複写物の交付 ※ 全サービス共通  

ご契約者がサービス提供についての記録 、その他の複写物を必要とする場合に交付しま

す。実費相当額として１枚につき 10円ご負担いただきます。 

⑥日常生活  

日常生活用品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で 、ご契約者にご負担いた

だくことが適当であるものにかかる費用を 請求させていただきます。 

衣服、スリッパ、歯ブラシ等、日常生活用品の購入を代行いたします。費用としては、

代金の実費をいただきます。 

施設が指定するおむつ代については、介護保険給付対象となっていますのでご負担の必

要はありません。 

（施設指定おむつ） 

  昼間 布おむつ使用。夜間 紙おむつ。 

⑦ご契約者の移送に係る費用 ※ 短期入所生活介護共通  

通常、ご契約者のご負担となりますが、事業者が必要と認めた場合、以下のサービスを

行います。 

ご契約者の入退所、通院、入院及び外泊による移送サービスを行います。  

   利用料金： かかる実費相当分を頂きます。 
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⑧契約書第21条に定める所定の料金 

ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日の翌日から

現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金 （１日あたり食事代も含む） 

４人部屋 

（多床室） 

要介護度１ 

8,952円 

要介護度２ 

9,694円 

要介護度３ 

10,425円 

要介護度４ 

11,167円 

要介護度５ 

11,899円 

1人部屋 

（従来型個室） 

要介護度１ 

9,134円 

要介護度２ 

9,876円 

要介護度３ 

10,607円 

要介護度４ 

11,349円 

要介護度５ 

12,081円 

ご契約者が、要介護認定で自立または要支援と判定された場合、 7,520円（4人部屋） 

7,828円（1人部屋）（1日あたり食事代も含む） 

    ⑨廃棄物分別処理協力金 

      日常生活上の分別、神戸市指定ごみ袋代（処理料含む）及び廃棄に係る輸送費等の  

協力金を1ヶ月 500円請求させていただきます。 

※ 日割り計算はいたしません。 

※ 退居時にかかる廃棄物は、身元引受人の責により処分願います。  

    ⑩ケーブルテレビ利用料 

      テレビを設置されている方は専用テレビチューナー設置の有無によりケーブルテレビ

利用料を請求させていただきます。 

1ヶ月 1,000円（専用テレビチューナー設置あり） 

（貸し出しテレビの場合 1ヶ月 3,000円） 

1ヶ月 700円（専用テレビチューナー設置なし） 

        （貸し出しテレビの場合 1ヶ月 2,700円） 

※ 日割り計算はいたしません。 

⑪その他に係る料金について  ※ 短期入所生活介護共通  

 本人の希望により、特別なサービスを実施する場合について  

  利用料金： かかる実費相当分を頂きます。 

 

 短期入所サービスその他の費用  

 

① 日常生活上必要となる諸費用実費 

・日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただく

ことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。  

② 交通費 

・通常の事業実施地域外にお住まいの方で、当事 業所のサービスを利用される場合は、

サービス提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。  

③ ケーブルテレビ利用料 

・居室に備え付けのケーブルテレビをご利用いただけます。  

利用料金：1日あたり100円 
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